
厚生労働大臣の定める掲示事項 2025. 7．1 

        

 １．東海北陸厚生局への届出に関する事項（施設基準届出）   

 精神病棟入院基本料２０対１  看護補助加算１   

 看護配置加算  看護補助充実体制加算２   

  医療保護入院等診療料  入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ） 

 
検体検査管理加算Ⅱ  薬剤管理指導料   

 
精神科地域移行実施加算  精神科デイ・ケア（大規模なもの）  

 
精神科デイ・ナイト・ケア 依存症入院医療管理加算   

 
精神科退院時共同指導料２  精神科救急搬送患者地域連携受入加算  

 
こころの連携指導料２ 精神科作業療法  

 

  入院ベースアップ評価料 外来ベースアップ評価料（Ⅰ） 

 情報通信機器を用いた診療   

 ２．入院基本料について 

 

 当院では、１日２８人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

なお時間毎の配置は次のとおりです。 

・９:００～１７:００まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１０人以内です。 

・１７:００～２４：００まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４６人以内です。 

・０:００～９：００まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４６人以内です。 

 

 ３．入院食事療養費について     

 当院では、入院時食事療養費（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理 

 された食事を適時（朝７：３０、昼１２：００、夕１８：００）、適温で提供しています。  

 
また入院時食事療養費の主な自己負担額については以下の通りです（令和７年４月より改定） 

 

 

 

対  象  者 
負 担 額 

（１食あたり） 

一般（住民税課税世帯） １食 ５１０円 

平成 27年 4月 1 日以前から平成 28年 3月 31 日までに継続して 

1 年以上精神病床に入院しており、平成 28年 4月 1 日以降も引き 

続き入院している一般所得区分の方 

１食 ２６０円 

住民税非課税世帯の方（低所得Ⅱ） １食 ２４０円 

 上記のうち、過去 1年間の入院期間が 90日超 １食 １９０円 

住民税非課税世帯に属し、所得が一定基準に 

満たない 70歳未満の高齢者（低所得Ⅰ） 
１食 １１０円 

 

 



当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行

の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

また公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない（当月の公費負担が上限まで達するなど

されている）方についても、明細書を無料で発行しております。 

なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点ご理

解いただき、ご家族の方や代理で会計を行う方への発行を含めて明細書の発行を希望されない方

は、事前に会計窓口にてその旨お申し出ください。 

 

   当院では、医療情報取得加算の算定を行っており、オンライン資格確認について下記の整備を

行っております。 

・オンラインによる資格確認を行う体制を有しています。 

・質の高い診療を実施するために十分な医療情報を取得・活用して診療を行っています。 

  医療情報取得加算は保険医療機関において、診療情報を取得・活用することにより質の高い 

  診療を実施する体制を評価するものです。 

  マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いします。 

   当院では、屋内は禁煙となっております。（特定屋外喫煙場所設置） 

 

■診断書・証明書及びその他の保険外負担について 

 

保 険 外 負 担 に つ い て 

当院では医療の項目について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。 

保険外負担に関する項目及び料金は下記の通りです。 

・入院預り金および、医業外代行業務            日額 １５０円 

・ランドリーカード（１０回分）            １枚 １，０００円 

   ・理髪代            カット １，８００円 丸刈り１，０００円 

   ・診断書、証明書料          １通 ３，０００円～１０，０００円 

   ・カルテ開示手数料                     ３，３００円 

    （診療謄写料）                      １枚 ３０円 

    その他、詳細は事務所にお尋ねください。 

 

聖明病院長 
令和７年 7 月１日改定 

 ４．個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について 

 ５．医療情報の活用について 

６．屋内禁煙について 


